
永岡玲子税理士事務所、文書作成日；2020年 8月 18日 

給与明細の作り方 
 STEP５;給与から差し引く住民税の額 
 

     ここでは給与明細のうち、この部分の記載方法を解説します。 

 

        
    

 

             必ず「市町村からもらった通知額」を給与から差し引く 

          

住民税は「前年度の収入」に基づいて計算された額を今年の給料から差し引く形です。 

差し引く額は、市役所から会社あてに届く書類に記載された金額です。 

 

 

      
 
 

ポイント 



永岡玲子税理士事務所、文書作成日；2020年 8月 18日 

では、実際に給料明細の住民税の欄を記入しましょう。 

 

 

① まず会社に届いた「特別徴収関係書類」という 

 書類を確認しましょう。 

  ※採用したばかりの社員や、そもそも住民税に 

   ついて「給料差引」タイプを選んでいない 

   社員の分は会社に書類は届かないのが 

   通常です。 

   ↓   

 

② その中にある「納税義務者用」という書類は 

  社員それぞれに渡してあげます。 

 

 ※シール式になっている場合、雇い主側は 

  絶対にシールは剥がさずそのまま渡します。 

   ↓   

 
 

 

③ 次に「特別徴収義務者用」と書かれた 

書類を取り出します。 
 

そこには社員ごとに「6 月分」から始まる形で 

月ごとの住民税の金額が書かれています。 

 

その金額が、給与明細から差し引く住民税の 

金額です。 

 

 ※6 月分と、7 月以降分とで金額が異なっている 

  ことがほとんどです。注意しましょう。 

  
   これで「控除」のうち住民税についての基本は完成です。 


